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施設・設備等の衛生管理モデル

■ 衛生管理作業の頻度と内容 ■

（略）

■ 清掃・洗浄・消毒の手順 ■

（略）

施設・設備等の衛生管理モデル

■ 衛生管理作業の頻度と内容 ■

（略）

■ 清掃・洗浄・消毒の手順 ■

（略）
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施設・設備等の点検記録表

（略）

施設・設備等の点検記録表

（略）
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1.エゾシカの疾病等と食肉利用

以下に、最近話題になっているＣＷＤやＥ型肝炎、エゾシカでよく見られる寄生虫などについて簡単に説

明します。

（１）ＣＷＤ（シカの慢性消耗病）

（略）

（２）Ｅ型肝炎

Ｅ型肝炎ウイルス（ＨＥＶ）の感染によって起こる急性肝炎です。日本での感染例は、２００３年４

月に兵庫県で野生のシカ肉を生食したことによる事例が、２００５年３月には福岡県でイノシシ肉を喫

食して発生した事例があり、いずれも残品の肉と患者の血清から同じ型のＨＥＶ遺伝子が検出されまし

た。

また、市販の豚レバーからＨＥＶ遺伝子が検出されたという報告もあり、加熱不十分な豚肉などから

人への感染の可能性が示唆されています。ＨＥＶは通常の加熱調理で感染性を失うので、 野生のシカや

イノシシの肉や肝臓は十分な加熱処理を行えば感染の危険性はありません。

（３）寄生虫

（略）

（４）食中毒菌

（略）

1.エゾシカの疾病等と食肉利用

以下に、最近話題になっているＣＷＤやＥ型肝炎、エゾシカでよく見られる寄生虫などについて簡単に説

明します。

（１）ＣＷＤ（シカの慢性消耗病）

（略）

（２）Ｅ型肝炎

Ｅ型肝炎ウイルス（ＨＥＶ）の感染によって起こる急性肝炎です。日本での感染例は、２００３年４

月に兵庫県で野生のシカ肉を生食したことによる事例が、２００５年３月には福岡県でイノシシ肉を喫

食して発生した事例があり、いずれも残品の肉と患者の血清から同じ型のＨＥＶ遺伝子が検出されまし

た。

また、市販の豚レバーからＨＥＶ遺伝子が検出されたという報告もあり、加熱不十分な豚肉などから

人への感染の可能性が示唆されています。ＨＥＶは通常の加熱調理で感染性を失うので、野生のシカや

イノシシの肉や肝臓は十分な加熱処理を行えば感染の危険性はありません。 野生エゾシカのＨＥＶ調査

が２００３年から実施されていますが、現在までウイルス遺伝子は検出されていません。

（３）寄生虫

（略）

（４）食中毒菌

（略）

○ エゾシカは、牛やめん羊、山羊と同じ偶蹄類、反芻獣であり、人畜共通感染症をはじめ、さま

ざまな疾病にかかっている可能性があります。

○ 野生動物であることから、自然界の中で土壌や水の中にいる微生物、昆虫、他の動物などと複

雑に影響しあっており、常に病原微生物の感染や汚染を受ける機会があります。

○ 動物は、その動物自体は無症状であっても、人には悪影響を及ぼすＥ型肝炎ウイルスや腸管出

血性大腸菌Ｏ１５７などを保有している可能性があります。

○ したがって、エゾシカ肉を食用に供するに当たっては、捕獲から食肉処理の段階でこれらの疾

病や異常を適切に排除するとともに、エゾシカ肉の生食は行わず、加熱調理して提供するなど

の安全確保を図っていくことが重要です。

○ エゾシカは、牛やめん羊、山羊と同じ偶蹄類、反芻獣であり、人畜共通感染症をはじめ、さま

ざまな疾病にかかっている可能性があります。

○ 野生動物であることから、自然界の中で土壌や水の中にいる微生物、昆虫、他の動物などと複

雑に影響しあっており、常に病原微生物の感染や汚染を受ける機会があります。

○ 動物は、その動物自体は無症状であっても、人には悪影響を及ぼすＥ型肝炎ウイルスや腸管出

血性大腸菌Ｏ１５７などを保有している可能性があります。

○ したがって、エゾシカ肉を食用に供するに当たっては、捕獲から食肉処理の段階でこれらの疾

病や異常を適切に排除するとともに、エゾシカ肉の生食を避け、加熱調理して提供するなどの

安全確保を図っていくことが重要です。
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2．エゾシカに関する法的規制等

（１）食品衛生法

① （略）

② （略）

③ （略）

④ （略）

⑤ 野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針（ガイドライン）

厚生労働省では、今後、野生鳥獣の捕獲数の増加とともに、捕獲した野生鳥獣の食用としての利活

用が増加することが見込まれることから、平成 26 年 11 月に「野生鳥獣の衛生管理に関する指針（ガ

イドライン）策定し、狩猟者や野生鳥獣肉を取り扱う食肉処理事業者等の関係者が共通して守るべき

衛生措置を定めました。（別添資料参照）

（２）捕獲に関しての法律

有効活用する個体は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（以下、「鳥獣保護法」とい

う。）に基づき、「狩猟」又は「特別許可」（生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止及び特定鳥

獣の数の調整の目的）により法定猟具を用いて捕獲されたものとします。

また、ワナによる生体捕獲を実施する場合、と殺については「動物の愛護及び管理に関する法律」及び「動

物福祉」の考え方の原則に鑑み、痛みや苦しみを最小限に抑えるものとします。

（３）動物の愛護及び管理に関する法律

（略）
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（３）動物の愛護及び管理に関する法律

（略）

○ 野生動物の肉、内臓等（以下、「野獣肉」という。）の食品としての安全性や衛生の確保につい

ては、食品衛生法の規制が適用されます。

○ 野獣肉を食用として販売する目的で、と殺、解体等する場合には、捕獲した個体のまま食品衛

生法に基づく食肉処理業の許可施設に搬入することが必要です。

○ 食肉処理業の営業者は、食品衛生法に基づく「施設基準」や「管理運営基準」の遵守が義務付

けられています。

○ 野獣肉を食べる場合には、食中毒等の発生を防止するため、生食は行わず、中心部まで十分に

加熱（中心部の温度が摂氏 75 度で 1 分間以上又はこれと同等以上の方法）することが重要で

す。

○ 野生動物の肉、内臓等（以下、「野獣肉」という。）の食品としての安全性や衛生の確保につい

ては、食品衛生法の規制が適用されます。

○ 野獣肉を食用として販売する目的で、と殺、解体等する場合には、捕獲した個体のまま食品衛

生法に基づく食肉処理業の許可施設に搬入することが必要です。

○ 食肉処理業の営業者は、食品衛生法に基づく「施設基準」や「管理運営基準」の遵守が義務付

けられています。

○ 野獣肉を食べる場合には、食中毒等の発生を防止するため、生食を避け、中心部まで十分に加

熱することが重要です。


